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ハローワークでは、専門の精神・発達障害者雇用サポーターが 

障害者支援コーナーと協力して、皆さんの「働きたい！！」を 

サポートしています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポーターにできること 
 

就労に向けて、期間を決めて計画的・具体的な支援を行います。 

 

★病気や障害とつきあいながら働くための支援 
 病気や障害特性から課題の整理をお手伝いします。 

 現在の状況に合わせた就労のステップを一緒に考えます。 
 

★求人への応募に向けた支援 
 これまでの就労経験と障害状況を踏まえ、自己 PRを整理するお手伝いをします。 

 就職活動にあたり、配慮事項をどのように伝えるか一緒に考えます。 

 

★職場定着に向けた支援 
 就職後も一定の期間（3か月目途）、仕事に慣れるまで相談を継続できます。 

 必要に応じてご本人、事業主の方の相談に応じることもできます。 
 

★支援制度と利用方法のご説明  
 障害のある方の就職を支援する機関・支援する制度をご説明します。 

 ご利用の機関と連携しながら、取り組みを進めることもできます。 

 

 

 
※ サポーター個別支援は予約制です。 

時間は約 30 分です。1日の予約枠には 
限りがあります。  

窓口・電話でご予約ください。 

 

        

自分の障害特性と 

合う所で働きたい 

計画的に就職活動を

したいけれど、何か

らすればいいかな？ 

「配慮事項」って 

どんな風に準備したら

いいの？   

 

どうし 

障害のことを考える

とうまく自己 PR 

できない・・・ 

ハローワーク国分   

電話 0995-40-6144 
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【お問い合わせ・ご予約】 



 

 

 

 

 

 
サポーターご利用までの流れ 

 個別支援をご希望の旨を、サポーターへお申し付けください。 

 サポーターの支援は、決まった期間（３か月～６か月）の中で、計画的な就職活動

を行いたい方への支援となります。 

 心身の状態から、医療または他の相談機関が適切であると判断される場合は、サポ

ーターによる個別支援ができない場合もございます。 

迷われる場合は、まずご相談ください。 

 

 

○サポーターの個別支援は予約制です。 
 ご希望日前日までにご予約下さい。予約状況により、ご希望の日時でお受けできな

いことがあります。 
 

 

○予約時間は、９：３０～１６：００の間、1人３０分となります。 
 予約可能日と可能時間を担当にご確認ください。 

 

 

○サポーターとしての他の業務で外出することがあります。 
ご連絡をいただいても、その日のうちに折り返しできないことがあります。その際

は、翌日以降の出勤日にご連絡いたします。 
 

 

○電話相談、オンラインでの相談も可能です。 
電話やオンラインでのご相談も受け付けています。ただし、求職登録があり、サポーター個

別支援を来所で受けた方に限ります。また、時間は来所の場合と同様に３０分の枠での実施

となります。 

 

 

○ご希望の支援を教えてください。 
 お客様が希望する支援と、サポーターが支援できる範囲の確認を適宜行います。 

 支援関係機関との連携が効果的だと考えられる場合は、お客様の同意のもと各機関と連携を

図ります。 
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サポーターの支援を希望される方へ 


